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１．放射性廃棄物処理場
（１）使⽤を停⽌する廃液貯槽・Ⅱ−２、蒸発処理装置・Ⅱ及びアスファルト固化装置に係る記載について
使⽤停⽌する各設備は試験研究⽤等原⼦炉施設の許可を取得しており、炉・使⽤の共⽤設備となっております。その

ため、本変更許可申請においては、先⾏して許可を取得した原⼦炉設置変更許可申請書の記載（代表箇所を以下に⽰
す。）に合わせ、現状の記載とさせていただきたいと考えております。

【本⽂・共通編】

※：令和4年8⽉29⽇付け原規規発第2208291号にて許可

【添付書類⼋・共通編】

（２）使⽤を停⽌する廃液貯槽・Ⅱ−２、蒸発処理装置・Ⅱ及びアスファルト固化装置の閉⽌措置に係る記載
について

使⽤を停⽌する各設備の閉⽌措置については、「試験研究⽤等原⼦炉施設に係る設計及び⼯事の計画申請書に従い実
施する」旨の記載を申請書に追記することとします。

原⼦炉設置変更許可申請書※抜粋
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